
４ 一体的整備の必要性

・新施設は、地域の就学前人口の増加を見通し、子どもに関わる小学校・こども園・こどもプラザ（児童館・学童クラブ）
の３つの機能を大幅に拡充するとともに、地域利用・公園施設機能も加え、施設規模約 16,500 ㎡を想定します。
・施設を現地建替えとする場合は仮施設の整備・移転等の課題が生じるため、隣接する和泉公園敷地へ移転建替えに
よる施設と公園の一体的整備とすることで、小学校・こども園の機能継続とともに、有効に利用できる都市計画公
園の面積（約 4,600 ㎡）の確保を目指します。

■施設規模の考え方

■一体的整備の必要性

・普通教室を現状の１２学級から最大２４学級規模に拡大
します。また、ICT 教育環境を整えたゆとりある教室の
確保、将来的な小学校教育における動向・ニーズの変化
に対応できるよう、教室・特別支援教室等の面積増加を
図ります。
・体育館・プールは地域開放を想定し、機能を充実します。

施設と公園の敷地入替えのイメージ

・病後児保育室・図書コーナー等の新たな設置に加え、保
育室等の従前機能の充実を図ります。

・病後児保育室・図書コーナー等の新たな設置に加え、保
育室等の従前機能の充実を図ります。

・仮施設への移転により、２回の引越し及び児童・園児及び関係
者の通学・通園の場所が変わる等の負担が生じる

・仮施設を整備するための用地・整備費の確保が必要
・隣接する和泉公園は、都市計画公園区域のうち約 600 ㎡が和
泉小学校の校庭として使用されており、現在の敷地形状での施
設整備の場合は、課題解決につながらない。

現地建替えの場合の課題

・上記の課題を解決するため、小学校・こども園の機能継
続の観点から、隣接する和泉公園敷地へ移転建替えによ
る施設と公園の一体的整備を目指します。

・一時移転による児童・園児及び関係者への負担がなくなる。
・新施設整備が一度で済み、仮施設の用地・整備費が不要。
・都市計画公園の面積（4,600 ㎡）の等積での敷地交換により、
公園の必要面積を一般利用者に供用できる。

・単純に新たな学校敷地に整備した場合は、従前の校庭利用面積
約 1,800 ㎡（1,200 ㎡＋600 ㎡）が確保できない。

敷地の入れ替えによる整備

再整備によって生じる新たな課題

規模については、引き続きこども園と
意見交換を行い、必要な機能・諸室か
ら適正規模を設定します。

施設敷地と公園敷地に跨る公園施設
（教養施設としての図書館等）を含む
規模であり、小学校・こども園の規模・
配置等の調整結果も踏まえて適正規模
を設定します。

必要な機能・諸室を引き続き検討し、
その結果に応じて規模を調整します。

教室・特別支援
教室・管理諸室・
体育館・
プール等

現況
7,091 ㎡

面積増加
・機能充実 約11,000㎡

小学校

保育室・
生活諸室・
管理諸室等

現況
1,942 ㎡

機能充実 約2,500㎡

こども園

学童保育・
一時保育・
児童館機能等

現況
686 ㎡

多目的ホール・
区民図書室・
会議室等

現況
1,737 ㎡

機能充実 約3,000㎡

こどもプラザ他

小学校
約11,000㎡

延べ面積

こども園
約2,500㎡

こどもプラザ他
約3,000㎡

約16,500㎡

【 現  況 】

【整備後】



５ 敷地の入れ替えによる課題と解決策

・限られた整備区域内で都市計画公園の面積・機能と十分な教育環境（校庭面積）とを両立させる必要があります。
・地表面で公園・校庭をタイムシェアする「地表面兼用パターン」、建物の屋上を校庭とする「屋上校庭パターン」も
考えられますが、公園は１階、校庭は２階と上下に分離することでセキュリティを確保する「人工地盤校庭パターン」
が、制度的・技術的・機能的な観点から実現性・有効性が高いと言えます。

■公園と校庭の必要面積・機能を両立する整備パターンの比較検証

○公園と校庭の兼用事例（タイ
ムシェア）に関するヒアリン
グ調査

制度的、技術的、機能的にも、
人工地盤校庭パターンが◯

[令和7年5月実施]
調査対象：新宿区（花園小学校・花園公園）
                   江東区（臨海小学校・臨海公園）

対象：ゼネコン2社

【効果】
・公園、学校ともに利用できる広
場空間として、地域住民の交
流の場として役立っている。

・学校の敷地面積が狭くても、広
い校庭として利用できる。

・児童の体力向上。
・自然環境に恵まれた教育環境の
実現。

【留意点】
・公園として使用できる時間及び
空間が大幅に制限される。

・外壁等で厳重に隔離されないた
め、外部から校庭内に侵入す
ることも不可能ではない。

・校庭内に公園利用時のゴミ等が
落ちていることがある。

・一般の公園より高い治安維持の
水準が必要。夜間の閉鎖。

→「地表面兼用パターン」は、校
庭・公園ともに広い空間を確
保できるが、管理運営面から
一定の課題あり

○公園内の人工地盤校庭に関する制度
的検討 [令和7年6月～9月実施]

・都市公園の法令においては、オープンスペースの確保の
ため、公園施設の建ぺい率を規定（通常 2％）。

・ただし、公園施設の種類によりこれを超えることが可能。

→公園内施設としての人工地盤であれば、合計
1,000㎡程度（4,600㎡（公園面積）×22％
（2+10+10）≒1,000㎡）まで公園内に建築可能

○新たな施設・公園に導入する機
能についての庁内意向調査

［令和７年５月～６月実施］

①子ども関係
・子どもの遊び場機能
・ゲームや飲食ができるスペース
・中高生の自習･居場所スペース

②公園関係
・既設公園面積の確保
・ボール遊び対応（年齢・体格が異なる対象、校
庭開放も含め） 

・花火ができるスペースと仕様
・自転車置き場、猛暑対策としての日よけ
・イベントの際の天候に左右されない屋根スペー
ス、搬入スペース、電源　

③地域交流関係
・シルバートレーニング等の福祉関係の事業がで
きるスペース

・地域が利用できる会議室
・お祭の期間中の神輿等展示スペース

④防災関係
・マンホールトイレ、災害用井戸
・地域の重要資機材の配置、災害廃棄物一時保管
の検討

・隣接緊急医療救護所（三井記念病院）との連携

⑤環境関係その他
・施設の緑化・ZEB 化、木材利用、省エネ・再エネ、
クールスポット

・選挙時の投票所での利用　

→「人工地盤校庭パターン」であれば、施設が
公園に隣接することを活かした公園の多機
能化や地域利用者（公園利用者）向け機能
の充実が可能

○人工地盤校庭パターンとした場合の
施設内の機能配置の検討

[令和7年6月～9月実施]

→パネル12～13に示すとおり、必要な諸機能・面積
を納めることが可能

○施工者ヒアリング調査
[令和7年7月実施]

【技術的見解】
・既存校舎外壁から新校舎まで 6~7ｍの離隔を確保す
れば、地下の掘削や解体、南北貫通通路の確保が可能。

・人工地盤部の打ち継ぎ施工（第 1期 / 第２期）は可能。

【留意点】
・既存校舎解体時が最も大きな騒音・振動を伴い、騒音・
振動計のモニタリングや周辺と事前合意が必要。

・地表面兼用バターンと比較すると人工地盤校庭パター
ンは、施工期間が長くなる（約半年）。

・建設現場の週休 2 日等の影響及び地下躯体の存在に
より既存校舎解体には時間を要する。

→「人工地盤校庭パターン」は、施工期間は要するも
のの、施工は可能

機能 制度

技術

機能
技術

- 休養施設、教養施設、備蓄倉庫等を設置する場合+10％
- 屋根付広場等高い開放性を有する建築物 ＋10％

公園・校庭一体利用

上下での立体的な配置地表面での兼用

独立運用

公園利用

学校利用

和泉小学校
いずみこども園等兼用

公園利用

学校利用

和泉小学校
いずみこども園等

公園利用

学校利用

和泉小学校
いずみこども園等

地表面兼用パターン 人工地盤校庭パターン 屋上校庭パターン

学校等施設用地と
公園用地の交換

校庭が非常に小さくなる↑

和泉小学校
いずみこども園等



６ 施設の整備イメージ

■施設の整備イメージ

・施設の空間や機能を拡充し、各機能の必要面積を確保します。
・各施設の利用者動線、諸室配置を踏まえた施設の実現を目指します。
・公園と校庭の立体的な一体的利用が可能な配置による施設・公園の再整備を検討します。

体育館小学校校庭
こ
ど
も
園

小学校
小
学
校

こども
プラザ

プール
地域
利用
機能 こども園

こどもプラザ公園施設
（
屋
根
付
広
場
）

（
教
養
施
設
）

想定面積
約 11,000 ㎡

施設
小学校

こども
プラザ他

こども園

施設合計

既存面積
7,090.7 ㎡

約 2,500 ㎡ 1,941.8 ㎡

約 3,000 ㎡ 2,422.4 ㎡

約 16,500 ㎡ 11,454.9 ㎡

※図示している整備イメージは一例であり、今後の基本計画・設計を通じて具体的な公園・施設のプランを検討します。

・佐久間学校通りと北側（三井記念病院側）を
行き来できる動線を確保

・公園内の人工地盤は都市公園の規定に基づく
公園施設（屋根付広場・教養施設等）として
整備

・沿道のオープンスペースの創出
・  周囲の市街地形成への影響を踏まえ、道路と
一体となった空地を確保

・旧ポンプ所跡地を工事期間中の代替公園、代
替園庭として活用

地下２階 地下１階 １階 ２階 ３～７階 ８階

公園
公園施設

（
屋
根
付
広
場
）

（
教
養
施
設
）

こどもプラザ

こども園

公園施設
（屋根付広場
   ・教養施設）

８階

７階
６階
５階
４階
３階
２階
１階
地下１階
地下２階

公園敷地 ← → 施設敷地

公園
校庭

（パブリック） （プライベート）

こどもプラザ
プール

体育館

小学校

こども園



■より利用しやすい公園の配置・機能の実現

７ 敷地の入れ替えによる効果・影響①

・施設と公園の敷地の入れ替えと一体的整備により、双方の機能を充実させる空間が創出できるとともに、風環境等の改
善効果も期待できます。また、敷地の入れ替え（公園位置の変更）に伴う周辺の市街地形成への影響について配慮した
計画としていきます。

■立体的な配置による機能を充実させる空間の創出
・立体的な整備により、公園と校庭の必要面積の確保が可
能となります。
・校庭として利用する人工地盤を、公園施設である屋根付
広場（日陰・雨除けの空間）・教養施設（図書室等）と
して整備するとともに、施設敷地側にもその機能を拡張
させ、公園自体の利用や活動の活性化の促進（公園の多
機能化）と、公園と施設の一体性を創出します。

・現在も多様な公園の利用が見られる中、公園の再整備に
よる遊びと学びの場としての機能を充実させます。
・特に南西側から北側通路や三井記念病院への往来が多い
現状を踏まえると、公園が西側に移動することでアクセ
ス性が向上します。

■公園誘致距離圏外のエリアの部分解消
・都市公園には公園誘致距離の考え方があり、街区公園は
250m 圏外のエリアがなるべく生じないことが望ましい
とされています。

・公園が西側に移動することで、これまで周辺の公園も含
めて誘致距離外であったエリアの一部が、新たに誘致距
離圏内に含まれます。

・従前の公園に隣接する敷地に対しては環境の変化を与え
るため、三井記念病院の病室棟（９階から上階）の屋外
への視線確保、佐久間学校通り南側街区の市街地形成へ
の影響防止や沿道空間のゆとりなどに配慮し、新施設の
高さ設定や前面空地の確保を行います。

周囲の市街地形成に配慮した施設と公園の配置計画
（南北断面）

公園と校庭の立体的配置による機能の充実
（東西断面）

公園利用者の動線調査結果 公園の移動による誘致圏エリアの拡大

西 東

北 南

北側通路
から流入
12.4%

パークサイド
プラザ
から流入
6.8%

秋葉原側
入口から流入
48.5% 浅草橋側

入口から流入
13.7%

三井記念病院入口から流入
18.6%

誘致距離が
西側に拡大

従前区域の東側
は、他公園で誘
致距離がカバー
されている

■周辺の市街地形成への配慮

公園敷地← →施設敷地

公園施設

校庭

公園

プール

こどもプラザ（屋根付広場） （教養施設）

公園＋屋根付き広場
校庭

病室棟の視線の確保

佐久間
学校通り

佐久間学校通り側の空地確保による
南側街区の市街地形成への影響防止と

空間的なゆとりの創出

病
室
棟



【現行の都市計画】 【都市計画の変更案】

春～夏の卓越風 秋～冬の卓越風

既
存
配
置

矩
形
案

南風 南西風 北北西風

８ 敷地の入れ替えによる効果・影響②

都市計画の変更等
・両敷地に掛かる都市計画（都市計画公園、第四種中高層住居専用地区）の変更に向け、関係機関との協議、都市計画の
変更手続きを進めます。
･また、「人工地盤校庭パターン」における公園内の施設整備のための制度的・技術的な検討を進めます。

■地上レベルで強風が生じる範囲の削減

■都市計画変更の必要性

・現在、和泉公園には強風が吹くことが多い実態があり、
これは周辺の高層建物による影響と考えられます。風環
境シミュレーションの結果では、既存配置の場合、特に
春～夏の卓越風が三井記念病院にあたった吹きおろしで
生じる強風の影響が顕著となっています。

・敷地の入れ替えによる施設・公園の整備を実現するため
には、都市計画公園の区域（位置）の変更が必要となり
ます。

■公園内の施設整備
・公園内の人工地盤を公園施設として整備するにあたって、都市公園法等の制度的な整理及び施工方法についての技術的
な検討を進めます。

・現在の都市計画公園の区域に境界をあわせている第四種
中高層階住居専用地区も、都市計画公園と同時の都市計
画変更が必要となります。

・これらの都市計画の変更手続きを進めます。

・施設と公園の敷地を入れ替えることで、地上（公園）・
人工地盤（校庭）レベルで強風が生じる範囲が縮小する
ことが確認できます。部分的な強風も植栽等によって抑
えることで、地上レベルで強風が生じる範囲の削減が期
待できます。

既存配置及びの敷地入替えによる風環境シミュレーション：
敷地を上空から見た図に地表面＋1m（人工地盤上の新校庭については地表面＋6m）の高さに吹く風の強さを色で表示 (※青色→赤色で、弱風→強風を示しています )

都市計画の変更案

和泉小

校庭
和泉公園

和泉小

校庭
和泉公園

和泉小

校庭
和泉公園

新公園 新校庭 新施設 新公園 新校庭 新施設 新公園 新校庭 新施設


